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4
月
か
ら
 

市
税
な
ど
を
コ
ン
ビ
ニ
で
 

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
 

所
得
額
に
か
か
わ
ら
ず
 

申
告
し
て
く
だ
さ
い
 
国
民
健
康
保
険
 

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
が
 

３８
万
円
に
な
り
ま
し
た
 

 

国
保
・
長
寿（
後
期
高
齢
者
）医
療
 

の
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ
 

国
民
健
康
保
険
税
 

第
7
期
納
期
限
は
 

2
月
2
日
豺
で
す
 

市
 
□
 

市
 
□
 

市
 
□
 

市
 
□
 

           　
4
月
よ
り
発
送
す
る
市
税
等
納
付

書
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
こ
れ
に
よ
り
、
い
つ
で
も
気
軽
に

税
金
な
ど
の
納
付
が
で
き
ま
す
。 

　
対
象
と
な
る
方
に
は
、
年
度
当
初

の
納
税
通
知
書
な
ど
に
利
用
案
内
を

同
封
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
3
月
以
前
に
送
付
し
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り
の
取

り
扱
い
窓
口
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。 

対
象
税
目
な
ど
　
個
人
市
県
民
税
（
 

　
普
通
徴
収
者
）、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
市
営
住
宅
・
借

上
公
共
賃
貸
住
宅
家
賃
 

対
象
者
　
１
回
の
納
付
額
が
３０
万
円

以
下
の
口
座
振
替
未
利
用
の
方
 

取
扱
可
能
店
　
サ
ー
ク
ル
Ｋ
、
サ
ン

ク
ス
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、

コ
コ
ス
ト
ア
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ

キ
、
ロ
ー
ソ
ン
な
ど
 

問
合
せ
先
 

　
　
収
納
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２

‐1
1
1
1
（
内
線
２４１
〜
２４３

・
２５９
） 

             　
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
は
、

皆
さ
ん
の
医
療
費
の
支
払
い
に
充
て

ら
れ
る
目
的
税
で
す
。
納
期
限
内
に

納
め
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
国
民
健

康
保
険
事
業
の
運
営
に
支
障
を
き
た

す
こ
と
と
な
り
ま
す
。
必
ず
納
期
内

に
納
め
ま
し
ょ
う
。 

　
国
保
税
を
納
め
る
に
は
口
座
振
替

が
便
利
で
安
心
で
す
。
納
期
ご
と
に

金
融
機
関
に
出
向
い
て
国
保
税
を
納

め
る
必
要
が
な
く
、
預
金
口
座
か
ら

自
動
的
に
引
き
落
さ
れ
ま
す
の
で
、

納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
口
座
振
替
の
申
込
用
紙
は
、
市
内

の
金
融
機
関
ま
た
は
市
民
窓
口
グ
ル

ー
プ
に
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
第
3
期
の
納
税
通
知
書
に

申
込
用
紙
を
同
封
し
ま
し
た
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方

は
、
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２

‐1
1
1
1
（
内
線
２１６
・
２６１
） 

       ※
各
種
軽
減
な
ど
の
措
置
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
 

※
国
保
・
長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医

療
の
加
入
者
は
全
員
所
得
申
告
を
 

　「
私
は
所
得
が
少
な
く
、
申
告
の

義
務
が
な
い
か
ら
」
な
ど
と
い
っ
て

申
告
を
し
な
い
と
、
適
正
な
国
民
健

康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
が
算
定
で
き
ま
せ
ん
。 

　
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
が
法
律

で
定
め
ら
れ
た
金
額
以
下
の
場
合
や

市
民
税
が
非
課
税
の
場
合
な
ど
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
と
保
険
税
ま
た

は
保
険
料
の
軽
減
や
入
院
の
際
の
食

事
療
養
費
標
準
負
担
額
の
減
額
、
高

額
療
養
費
に
か
か
る
自
己
負
担
限
度

額
が
少
な
く
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

　
し
か
し
、
申
告
が
さ
れ
て
な
い
と
、

こ
の
制
度
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
判

定
が
で
き
ず
、
せ
っ
か
く
有
利
に
な

る
制
度
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２

‐1
1
1
1
 

　
・
国
民
健
康
保
険
担
当
（
内
線
２１６

　
 ・
２６１
） 

　
・
　
・
後
期
高
齢
者
医
療
担
当
（
内
線

　
　
２２７
・
２１７
） 

      　
１
月
１
日
か
ら
産
科
医
療
補
償
制

度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
、
１
月

１
日
以
降
、
本
制
度
に
加
入
す
る
医

療
機
関
な
ど
で
分
娩
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
特
別
な
場
合
を
除
き
、
出

産
育
児
一
時
金
の
額
を
現
行
の
３５
万

円
に
3
万
円
を
加
算
し
て
支
給
し
ま

す
。 

　
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２

‐1
1
1
1
（
内
線
２１６
 ・
２６１
） 

　
税 


